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中小企業等人材採用力向上補助金

申請の手引き
 

 

横須賀市は、市内の中小企業者の皆さまの採用活動を応援します。 

このたび、企業さまの採用ホームページの改修、採用に関する動画作成等について 

補助いたします。 

これから採用力を向上させるため HP又は動画作成をお考えの企業様お役立てくだ

さい。 

≪受付期間≫ 

【申請①】補助金交付申請（事前申請） 

令和８年５月１日（金）受付開始 ～ 令和９年２月１日（月）受付終了 

【申請②】実績報告 

申請①の認定後  ～ 令和９年３月１日（月）受付終了 

※ 申請はコンテンツ導入前の「①補助金交付申請」、導入後の「②実績報告」の２回
あり、両方を期間内に完了する必要があります。 

※ 上記受付終了日前であっても、予算額に達し次第受付終了となります。 

 

 

≪申請方法≫ 

電子申請システム（e-kanagawa）での申請となります。【ＰＣ操作推奨】 
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Ⅰ 補助金の概要                                   

１ 対象事業者  

（１）横須賀市内に事業所を有する中小企業であって下記に該当するものとする。 

ア 過去 3年以内に横須賀市が主催している合同企業就職面接・説明会に参 
加していること 

イ 横須賀市の求人サイト「ごきんじょぶよこすか」に登録していること 

（２）本補助金を初めて申請する事業者であること 

（３）市税の未納がないこと 

（４）横須賀市暴力団排除条例（平成 24 年横須賀市条例第６号）第２条第２号に
規定する暴力団でないこと及び代表者又は役員が同条第３号に規定する暴力
団でないこと 

（５）政治活動及び宗教活動を主たる事業者でないこと 

（６）性風俗関連特殊営業事業者でないこと 

（７）公序良俗に反する等のその他市長が適当でないと認めるものでないこと 

（８）この補助事業の経費に関して、国・県・市など他の補助金等を受給していな
いこと。 

 

 

２ 対象設備  

（１） 要件 

✓ 横須賀市内で実態のある事業を営んでいること。 

※個人事業主の場合は申請時点で市内に住民票を有すること 

✓ 採用ページの改修又は採用に関する動画 

✓ 上記の見込み等について、簡単な事業計画で示せるもの 

（詳細は、書式「事業計画書（人材採用力向上）」をご参照下さい） 

 

 

（２） 対象コンテンツ  
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〇採用ホームページの改修 

〇採用に関する動画の作成 等 

 

（４）対象外となるもの 

① 採用と関係のない自社製品の PR動画 

② 単なる自社のホームページの改修 等 

 

 

３ 補助率・補助金額  

（１） 補助対象経費 … 設備の購入費用の 1/2 

※補助対象経費は税抜価格、千円未満は切り捨てです。 

（２） 補 助 上 限 額 … 10 万円 

 

【注意】 

振込金額は、購入後の実績報告の内容を審査の上決定します。 

⚫ 対象設備の価格が予定より安価で設置できた場合や、補助対象外の経費があった

場合は、当初の交付決定額より低い補助額でのお振込みとなります。 

⚫ 交付決定額は補助額の上限です。そのため、対象設備を設置した際に予定より高

額なコストがかかった場合でも、補助額を増額することはできません。 

 

 

 

 

 

Ⅱ 申請手続き                                   
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１ 申請期間  

 

【申請①】購入前の補助金交付申請（事前申請） 

令和８月５月１日（金） 

令和９年２月１日（月）17 時まで【締切厳守】 

交付予定金額が予算に達し次第受付を終了いたします。 

 

【申請②】購入後の実績報告 

申請①の認定後から令和９年３月１日（月）17時まで【締切厳守】 

 

（注意点）申請前に必ずお読みください！ 

※ 申請手続きは「①補助金交付申請（事前申請）」「②実績報告」の２回あ

り、すべてを期間内に完了する必要があります。 
 

※ 事前申請（コンテンツ導入前の申請）となります、既に回収したホームペー

ジや採用動画は申請できません。 
 

※ 受付は先着順です。上記期限内でも申請の合計額が予算に達した場合は、受

付を終了します。終了については事前にホームページでお知らせしますので

ご確認ください。 

 
 

※ 一度申請を行い、交付決定を受けた後は追加で補助対象コンテンツの導入が

あっても、追加分の補助金申請はできません。 

 

 

【申請はこちらから】（変更） 

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4402/hojokin/

seisan.html#form 

 

※②実績報告用申請フォームは、補助金の交付が決定 

した際にお送りします。 

 

  

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4402/hojokin/seisan.html#form
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4402/hojokin/seisan.html#form
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２ 手続きの流れ  

   申請者様の手続き    横須賀市の手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 申請①：補助金交付申請（事前申請）の申請手順  

（１）補助金申請 

➢ 人材採用力向上補助金の申請は１事業者につき１回のみとなります。 

➢ 対象コンテンツを複数予定している場合は、合算して申請してください。 
※注意※ 
一度申請を行い、交付決定を受けた後は、追加で補助対象コンテンツの更新があって
も追加分の補助金申請はできません。 

購入する物品を決め、購入前に「申請①」を行います。 

➢ 補助金の申請フォームは「電子申請システム（e-kanagawa）」を使用しま

す。申請フォームＵＲＬは、市ホームページ内にも掲載しています。 

※申請にはＥメールアドレスが必要です。 
※スマートフォンでも申請は可能ですが、ＰＣでの申請を推奨します。 
※以下に申請時に必要な項目、添付資料を記載しておりますので、ご確認いた
だき、添付資料のデータをＰＣ上にご用意のうえご申請ください。 
 

➢ ログイン方法 … 別紙①をご参照ください。 

➢ 以下の内容を申請フォームから入力・必要書類を添付してください。 

データを添付する際は、別紙①の手順をご参照ください。 
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①入力内容  

【申請者の情報】 

a. 法人または個人事業主の選択 

b. 事業者名（法人の場合は法人名、個人事業主の事業者名） 

c.（法人の場合のみ）代表者肩書 

d. 代表者氏名 

e.（法人の場合のみ）法人番号 

f.（個人の場合のみ）屋号 

g.（個人の場合のみ）事業者の生年月日 

h. 郵便番号（法人の場合は本店、個人事業主の場合は事業所所在地） 

i. 住所（法人の場合は本店、個人事業主の場合は事業所所在地） 

j.（個人の場合のみ）事業者の居住先住所 

k.（市外事業者の場合のみ）市内事業所名（横須賀支店、横須賀事業所など） 

 l.（市外事業者の場合のみ）市内事業所の郵便番号 

 m.（市外事業者の場合のみ）市内事業所の住所 

 n. 電話番号 

 o. ＦＡＸ番号 

 p. 事務担当者氏名 

 r. 業種 

s. 資本金 

t. 常時使用する従業員の数 

 

【導入設備について】 

a. 導入の導入予定日 

b. 導入コンテンツの内容 

（例：採用ページの改修） 

c. 補助対象コンテンツの導入費用合計（税抜） 

  （例：390,000 円） 

d. 経費の内訳（税抜） 

（例：採用ページ改修費 205,000円、トップページ改修費 185,000円） 

e. 補助金交付申請額 

導入費用×２分の１、限度額 10万円、千円未満切捨て 

 （例：採用ページ改修費用 205,000 円の場合 ）      

205,000円×２分の１＝102,500 円      

→上限 10 万円であり千円未満切捨てのため、交付申請額は 100,000円 
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【人材採用力向上に寄与する事業計画について】 

<コンテンツ導入にあたっての事業計画について> 

a.事業計画書（人材採用力向上）を添付 

※市ＨＰまたは、e-kanagawa申請フォーム内に書式あり 

ｂ.現在の状況 

ｃ.導入することによる効果 

②添付書類  

a. （法人の場合のみ）発行から３か月以内の法人登記簿謄本 

（履歴事項全部証明書）の写し 

b. （個人の場合のみ）直近の確定申告書の写し又は開業届の写し 

c. （法人の場合）役員等氏名一覧表 

※市ＨＰまたは、e-kanagawa申請フォーム内に書式あり 

  ｄ. 横須賀市が定める事業計画書（人材採用力向上）  

 

 

 

➢ 上記の申請内容が横須賀市に申請が届き次第、申請内容や市税の滞納有無

等を審査します。 

 

 

（２）補助金交付決定通知を受け取る  

➢ 横須賀市による審査後、補助金交付決定通知が発行されます。 

（メールにて第一報をお知らせし、通知本書は郵送します。） 

併せて、メールにて実績報告用の入力フォームのＵＲＬ等をお送りします。 

  ※申請から３週間程度要します。 

 

➢ 交付決定通知日以降に、補助対象設備を購入してください。 

 

（３）設備の導入・補助対象設備の事業者へのお支払い 

  補助の対象となる経費は、交付決定日から令和９年３月１日（月）までに 

事業者にお支払いしたものとなります。 

   また、補助金額は交付決定額以内の金額となりますので、ご留意ください。 
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４ 申請②：実績報告・請求の手順  

➢ コンテンツの導入と事業者への支払いが完了後、速やかに横須賀市に実績

報告・補助金の請求を行ってください。 

（入力フォーム URL は交付決定時にメールでお伝えします） 

➢ 交付決定通知書の送付時に実績報告・請求フォームの URL をお送りしま

す。コンテンツの導入完了後、速やかにお手続きをお願いします。 

※（２）の交付決定通知を受けていても、３月１日（月）17 時までに実績報告・
補助金請求がない場合は、補助金の交付ができませんので、ご注意ください。 

➢ 以下の内容を実績報告・補助金請求フォームから入力・添付してください。 

データの添付方法は、≪別紙≫の手順をご参照ください。 

 

① 入力内容  

 【申請者の情報】 

a. 請求日 …市への補助金の請求日（フォームへの入力日） 

b. 法人または個人事業主の選択 

c. 事業者名（法人の場合は法人名、個人事業主の事業者名） 

d.（法人の場合のみ）代表者肩書 

e.（法人の場合のみ）代表者氏名 

f.（個人の場合のみ）屋号 

g. 郵便番号（法人の場合は本店、個人事業主の場合は事業所所在地） 

h. 住所（法人の場合は本店、個人事業主の場合は事業所所在地） 

i（個人の場合のみ）事業者の居住先住所 

j. 電話番号 

k. 事務担当者氏名 

 

 

 

【事業計画の結果について】 

a. 事業計画の達成状況 
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【補助金交付の情報】 

 a. 交付決定通知書に記載の補助金受付番号 

b. 交付決定通知書に記載の交付決定額 

  c. コンテンツ導入費用の支払額（税抜価格） 

  d. 補助金交付予定額（支払額×２分の１、限度額 10万円、 千円未満切捨

て） 

  e. 設備導入費用の支払年月日 

 

  【補助金振込先の情報】 
  ※法人の場合は「申請者の情報」に記載した法人名義の口座、 

個人事業主の場合は申請者本人名義の口座を指定してください。 

 

  a. 金融機関コード 

  b. 金融機関名 

  c. 本支店コード 

  d. 本支店名 

  e. 預金種別 

  f. 口座番号 

  g. 口座名義人 

 

 

②添付書類  

a. 領収書などコンテンツ導入費用の支払いの確認がとれる資料 

コンテンツ導入費用の支払金額、支払日の確認がとれる資料を添付してください。 

領収書がない場合は電子的な決済画面の写し等でも構いません。 

 

b. コンテンツ導入の内訳書 

「a.領収書」で内訳等の確認がとれる場合は添付不要です。 

請求書など各品目の内訳やコンテンツ本体以外の費用が発生した場合は内訳内容の

確認がとれる資料を添付してください。 

 

c. 導入後の HP にアップロードされている URL 

改修された HP又は作成した採用動画を作成物が掲載されているページ 

 

ｄ. 補助金振込先の金融機関名・口座番号・口座名義人（ｶﾅ）が確認できるもの 

通帳の表紙をめくったページの写しなどを添付してください。 
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Ⅲ 支払いについて                             

  請求内容に不備がない場合、ご指定の口座へ補助金を振り込みます。 

  ※請求から３～４週間程度要します。 

 

 

 

Ⅳ その他                                 

⚫ 郵送等による書面での申請受付は行いません。 

⚫ パソコンやスマートフォンを使用できない方は、市役所経済企画課で代理入

力を行うことができます。（要事前連絡） 

※簡単な入力操作ですので、可能な限り申請者ご自身で入力いただくようご
協力をお願いいたします。 

⚫ 補助金の手続きにおいて、虚偽、不正等が発覚した場合は、交付決定の取消

や補助金の返還請求をいたします。 

⚫ 補助金を申請された方に、今後、横須賀市から市の施策等のご案内をお送り

することがあります。 

 

 

【お問合せ・代理入力の予約】 

横須賀市経済部経済企画課 TEL：046-822-9523（平日８時 30分～17時 15分） 

 

令和８年（2026 年）３月１７日作成 
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資料１                                    

e-kanagawa ログイン手順 
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資料２                                    

 

 

 

 

 

～次ページへ続く～ 
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～前ページの続き～ 
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資料３ 一時保存・読み込み                                 

 

 

保存された入力内容データは PC 上にダウンロードされます。 ※データをクリックしないこと 

 

 

「保存データの読み込み」をクリック 

 

「ファイルの選択」をクリック 
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～次ページへ続く～ 

～前ページの続き～ 

一時保存していた入力内容データをクリック 

 

 

取り込まれたことを確認したら、「確認へ進む」をクリック 

 

 

該当データが入っていることを確認したら、「読込む」をクリック 

 

 

入力内容が復元されますので、「入力へ戻る」をクリック 
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【申込データ一時保存、再読込み時の注意事項】 

・添付ファイルは一時保存されません。再読込み後、必要に応じて、ファイルをもう一度、添付 

し直してください。 

・パソコンに一時保存した申込データはパソコンで閲覧・加筆・修正することはできません。 

・システムにもう一度、読込む場合は一時保存した手続きの画面でしか読込めませんので、ご注意 

ください 

・入力中の申込データをパソコンに一時保存しますので、保存した申込データの取扱いは、申請者 

の責任において管理をお願いします。 

「入力中のデータを保存する」だけでは申込みの手続きが完了しておりませんのでご注意くだ 

さい。 
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資料（別紙）                                  

申請内容の修正について 

 

 画面上部にある「申請状況確認」をクリック 
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申請した内容が表示されます。 

 
 

画面の下にある「修正する」をクリックすると修正ができます。 

 

 

修正が終わったら「確認へ進む」をクリックする。 
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